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四万十町条例第 号 

 

   四万十町税条例等の一部を改正する条例 

 

（四万十町税条例の一部改正） 

第１条 四万十町税条例（平成 18 年四万十町条例第 53 号）の一部を次のように改正

する。 

附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

（四万十町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 四万十町税条例等の一部を改正する条例（平成 26 年四万十町条例第 11 号）

の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第 82 条及び新

条例」を「四万十町税条例第 82 条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例

の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第 82 条第２号ア（イ） 3,900 円 3,100 円 

第 82 条第２号ア（ウ）

ａ 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

第 82 条第２号ア（ウ）

ｂ 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

附則第 16 条第１項 第 82 条 四万十町税条例等の一

部を改正する条例（平成

26 年四万十町条例第 11

号。以下この条において

「平成 26 年改正条例」

という。）附則第６条の

規定により読み替えて

適用される第 82 条 



附則第 16 条第１項の表

第２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成 26 年改正条例附則

第６条の規定により読

み替えて適用される第

82 条第２号ア（イ） 

3,900 円 3,100 円 

附則第 16 条第１項の表

第２号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成 26 年改正条例附則

第６条の規定により読

み替えて適用される第

82 条第２号ア（ウ）ａ 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

附則第 16 条第１項の表

第２号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成 26 年改正条例附則

第６条の規定により読

み替えて適用される第

82 条第２号ア（ウ）ｂ 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 31 年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、 

平成 31 年 10 月１日から施行する。 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の四万十町税条例の規定中個人の町民税に関する部

分は、平成 31 年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成 30 年度分ま

での個人の町民税については、なお従前の例による。 

 


